
 

 資格の原本照合の取扱いについて（再周知）  

 

変更届出時等に添付する資格を証明するもの（薬剤師免許証、販売従事登録証）につい

ては、以下のいずれかの方法で原本照合します。 

 

①資格の原本とコピーを持参し、保健所職員が窓口で原本を照合する。 

②資格のコピーに当人以外（開設者、管理者等）が原本を照合した旨を記載する。 

 

  ※記入例  

「令和 6 年 3 月 1 日 原本照合済 〇〇株式会社 薬事部長 □□ △△」 

 と、コピーの余白に記入する。 

 

 

 

                     薬 

                     剤 

                     師 

                   〇 免 

                   〇 許   

                   〇 証   

                   〇     

 

 

 

 注）薬剤師免許証の書換え日や再交付日によっては、免許証の裏面に記載があるものがあ

ります。コピーされる際は、裏面に記載がないか確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ＞ 

みなと保健所生活衛生課医務・薬事係 

〒108-8315 港区三田 1－4－10 

電話 03－6400－0044 


